
会社の業務執行者である代表者 

 取締役は、株式会社を代表します。ただ

し、代表取締役を定めている場合には、代

表取締役のみが会社を代表します。代表取

締役には業務を執行する権限があり、また、

会社の代表として、契約行為や裁判に関す

る行為をする権限があります。 

役員で使用人は使用人兼務役員 

 会社法では、取締役（役員）と従業員は明

確に区分されています。役員は、株主総会

で選任され、会社に対する各種の責任をも

ちます。でも、役員でありながら、部長、課

長その他法人の使用人としての職務に従事

する人もいます。こういう人を「使用人兼

務役員」といいます。部長、課長等ではなく、

専務、常務等の呼称だったとしても、代表

権・業務執行権のない者の場合は、呼称の

みの名刺専務等といわれ、通達では、使用

人兼務役員の対象から外れない、としてい

ます。 

使用人兼務役員の労働者性要件 

 役員は株主総会で選ばれて委任契約を結

び、雇用契約外の関係なので、本来は、労災

保険と雇用保険の適用がありません。ただ

し、使用人兼務役員の場合は、①役員報酬

が労働者としての賃金を上回っていないこ

と、②代表権・業務執行権を持っていない

こと、③就業規則が適用されていること等

の条件付きで労災保険・雇用保険の適用を

受けられることになっています。 

税法で規定するみなし役員 

 なお、法人税法上の役員はもう少し範囲

が広く、会社法上の役員でないのに役員と

同じく扱われる「みなし役員」という規定

があります。使用人のうち次の①②③のす

べてを満たす者などで、法人の経営に従事

している者のことです。 

①単独で 50％超の株主グループ、若しくは

第３順位までの持分合計が50％超となる株

主グループに属している 

②その使用人の所属株主グループの持分割

合が 10％超 

③その使用人（配偶者＆同族会社株主を含

む）の持分割合が５％超 

みなし役員への制約 

 みなし役員とされた者については次の取

扱いを受けることになります。 

①給与は定期同額給与に該当 

②過大な給与は損金不算入 

③事前確定届出以外の賞与は損金不算入 

④労災保険・雇用保険の適用対象外が原則 
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